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町からのお知らせ

  
納
め
た
国
民
年
金
保
険
料
は
全
額
が
社
会
保
険
料
控
除
の
対
象
で
す

　

国
民
年
金
保
険
料
は
、
毎
年
１
月

１
日
か
ら
12
月
31
日
ま
で
に
納
め
た 

（
納
付
見
込
み
を
含
む
）全
額
が
、
所 

得
税
と
住
民
税
の
社
会
保
険
料
控
除

の
対
象
に
な
り
ま
す
。

　

年
末
調
整
や
確
定
申
告
の
際
は
、

国
民
年
金
保
険
料
を
納
め
た
こ
と
を

証
明
す
る
書
類
の
添
付
が
必
要
で
す

11
月
上
旬
に
「
社
会
保
険
料
控
除
証

明
書
」
が
届
き
ま
す

　

こ
の
証
明
書
に
は
、
平
成
29
年
１

月
１
日
か
ら
９
月
30
日
ま
で
に
納
め

た
保
険
料
額
と
、
12
月
31
日
ま
で
の

納
付
見
込
み
額
が
記
載
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

な
お
、
平
成
29
年
10
月
１
日
か
ら

12
月
31
日
ま
で
の
間
に
、
今
年
初
め

て
国
民
年
金
保
険
料
を
納
付
さ
れ
た

方
に
は
、
平
成
30
年
２
月
上
旬
に
届

き
ま
す
。

平
成
29
年
に
国
民
年
金
保
険
料
を 

２
年
前
納
し
た
方
へ

　

２
年
前
納
で
納
め
た
国
民
年
金
保

険
料
を
所
得
か
ら
控
除
す
る
場
合
、

次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
を
選
択
で
き

ま
す
。

①
全
額
を
納
付
年
に
控
除

②
各
年
分
の
保
険
料
に
相
当
す
る
額 

　

を
各
年
に
控
除

※
問
合
せ
先

佐
賀
年
金
事
務
所
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住
民
課　

保
険
年
金
係
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基
山
町
重
度
心
身
障
害
者
福
祉
年
金
を
支
給
し
ま
す

　

重
度
の
心
身
障
害
者
の
方
に
対
し

て
、
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目

的
に
重
度
心
身
障
害
者
福
祉
年
金
を

支
給
し
ま
す
。

▽
対
象
者

①
11
月
１
日
現
在
で
本
町
に
居
住
し 

身
体
障
害
者
手
帳
の
１
級
又
は
療

育
手
帳
を
お
持
ち
の
方

②
11
月
１
日
現
在
で
施
設
に
入
所
し

て
お
り
、
本
町
に
居
住
す
る
方
の

扶
養
を
受
け
て
い
る
身
体
障
害
者

手
帳
の
１
級
、
又
は
療
育
手
帳
を

お
持
ち
の
方

▽
申
請
時
に
必
要
な
も
の

・
申
請
書
（
10
月
下
旬
に
対
象
の
方

に
は
送
付
し
て
い
ま
す
。）

・
印
鑑

・
身
体
障
害
者
手
帳
又
は
療
育
手
帳

（
写
し
）

・
通
帳（
振
込
先
が
確
認
で
き
る
も
の
）

※
身
体
障
害
者
手
帳
１
級
又
は
療
育

手
帳
を
お
持
ち
の
方
で
申
請
書
が

届
い
て
い
な
い
方
は
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。

▽
申
請
締
切
日　

11
月
30
日
（
木
）

※
郵
送
の
場
合
は
11
月
30
日
必
着

※
申
請
・
問
合
せ
先

　

健
康
福
祉
課　

障
が
い
福
祉
係

　

☎
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－

７
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。、

  

臨
時
福
祉
給
付
金
（
経
済
対
策
分
）
の
申
請
は

お
済
み
で
す
か

　

町
で
は
、
11
月
14
日
（
火
）
ま
で

臨
時
福
祉
給
付
金
（
経
済
対
策
分
）

の
申
請
を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
給

付
の
対
象
と
な
る
方
で
、
ま
だ
申
請

が
お
済
み
で
な
い
方
は
、
申
請
を
お

願
い
し
ま
す
。

▽
支
給
対
象
者

平
成
28
年
度
分
の
住
民
税
が
課
税

さ
れ
て
い
な
い
方
で
、
平
成
28
年

１
月
１
日
時
点
で
住
民
票
が
基
山

町
に
あ
る
方
。
た
だ
し
、

・
住
民
税
に
お
い
て
課
税
者
の
扶
養

親
族
に
な
っ
て
い
る
場
合

・
生
活
保
護
の
受
給
者
で
あ
る
場
合　

な
ど
は
除
き
ま
す
。

※
対
象
と
思
わ
れ
る
方
に
は
、
５
月
中

旬
に
申
請
書
を
郵
送
し
て
い
ま
す
。

※
対
象
の
有
無
等
に
つ
い
て
は
、
個

人
情
報
保
護
の
た
め
電
話
で
の
回 

答
が
で
き
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

※
申
請
・
問
合
せ
先

健
康
福
祉
課　

社
会
福
祉
係

☎
９
２

－

７
９
６
４

  

き
や
ま
子
育
て
交
流
広
場
に 

　
　

   

子
育
て
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
を
設
置
し
ま
す

　

子
育
て
中
の
保
護
者
の
方
が
安
心

し
て
子
育
て
で
き
る
よ
う
に
、
育
児

の
悩
み
や
相
談
に
応
じ
、
様
々
な
子

育
て
サ
ー
ビ
ス
の
情
報
を
提
供
す
る

子
育
て
コ
ン
シ
ェ
ル
ジ
ュ
を
10
月
16

日
（
月
）
か
ら
設
置
し
ま
す
。
お
気

軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。（
無
料
）

▽
利
用
日
時　

　

月
・
水
・
木
曜
日　

　

午
前
10
時
～
午
後
３
時

　
（
祝
日
の
場
合
は
曜
日
を
変
更
。 

　

12
月
28
日
～
１
月
４
日
は
除
く
）

▽
利
用
場
所　

　

保
健
セ
ン
タ
ー
２
階　

き
や
ま
子 

　

育
て
交
流
広
場

※
問
合
せ
先

　

き
や
ま
子
育
て
交
流
広
場

☎
９
２

－

６
６
３
０
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  「
鳥
栖
基
山
都
市
計
画
特
別
用
途
地
区
」の
案
に
対
す
る
公
告
縦
覧
を
行
い
ま
す

特
別
用
途
地
区
に
つ
い
て

　

中
心
市
街
地
等
へ
の
都
市
機
能
の

集
約
に
よ
る
コ
ン
パ
ク
ト
な
ま
ち
づ

く
り
に
向
け
て
、
広
域
的
に
都
市
機

能
や
イ
ン
フ
ラ
に
大
き
な
影
響
を
及

ぼ
す
大
規
模
集
客
施
設
に
つ
い
て
、

下
図
の
と
お
り
準
工
業
地
域
全
域
に

お
い
て
そ
の
立
地
を
制
限
す
る
特
別

用
途
地
区
（
大
規
模
集
客
施
設
制
限

地
区
）
を
定
め
ま
す
。

　

今
回
、「
鳥
栖
基
山
都
市
計
画
特

別
用
途
地
区
」
の
案
を
作
成
し
ま
し

た
の
で
、広
く
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

特
別
用
途
地
区
の
規
制
対
象
と
な
る

大
規
模
集
客
施
設
と
は

　

劇
場
、
映
画
館
、
演
芸
場
も
し
く
は

観
覧
場
、ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
又
は
店
舗
、

飲
食
店
、展
示
場
、
遊
技
場
、
勝
馬
投 

票
券
発
売
所
、
場
外
車
券
売
場
の
用
途

に
供
す
る
建
築
物
で
そ
の
用
途
に
供 

す
る
部
分
（
劇
場
、
映
画
館
、
演
芸
場 

又
は
観
覧
場
の
用
途
に
供
す
る
部
分
で 

あ
っ
て
は
、
客
席
の
部
分
に
限
る
。） 

の
床
面
積
が
１
０
，
０
０
０
㎡
を
超
え 

る
も
の
。

▽
縦
覧
期
間
（
２
週
間
）

11
月
１
日
（
水
）
～
15
日
（
水
）

（
土
・
日
曜
日
、
祭
日
を
除
く
）

午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分

▽
縦
覧
場
所

・
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー（
役
場
１
階
） 

・
基
山
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

▽
意
見
募
集
期
間

　

11
月
１
日
（
水
）
～
15
日
（
水
）

※
計
画
の
案
に
つ
い
て
ご
意
見
を
お

持
ち
の
方
は
、
ど
な
た
で
も
提
出

し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

▽
意
見
提
出
方
法

提
出
様
式
は
、
基
山
町
ホ
ー
ム
ペ 

ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
い 

た
だ
く
か
、
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー

に
備
え
付
け
て
い
ま
す
。
郵
送
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
又
は
持
参
で
の

提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
い
た
だ
い
た
ご
意
見
に
つ
い
て
、
個

別
の
回
答
や
返
却
は
行
い
ま
せ
ん
。

※
提
出
・
問
合
せ
先

定
住
促
進
課　

都
市
計
画
係　

☎ 

９
２
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７
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２
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有
料
広
告（
住
民
課
窓
口
封
筒
）を
募
集
し
ま
す

　

住
民
課
窓
口
で
使
用
す
る
封
筒
に

掲
載
す
る
広
告
を
募
集
し
ま
す
。
会

社
や
お
店
の
P
R
に
ご
活
用
く
だ

さ
い
。（
公
序
良
俗
に
反
す
る
も
の

等
に
つ
い
て
は
掲
載
で
き
ま
せ
ん
。）

▽
掲
載
箇
所　

　

住
民
課
Ａ
４
封
筒
の
表
面
・
裏
面 

　
（
４
枠
、
掲
載
位
置
は
町
が
指
定
）

▽
規
格　

縦 　

cm
×
横 

９
cm
、２
色
刷

▽
作
成
枚
数　

１
万
枚

▽
掲
載
料　

６
万
円
（
１
枠
）

※
デ
ザ
イ
ン
料
等
は
広
告
主
負
担

▽
掲
載
期
間　

　

平
成
30
年
２
月（
予
定
）か
ら
封
筒 

　

使
用
終
了
ま
で

▽
申
込
み
締
切
日　

11
月
30
日（
木
）

※
申
込
み
・
問
合
せ
先　

財
政
課
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基
山
町
使
用
料
・
手
数
料
の
見
直
し
案
に
対
す
る 

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
（
意
見
募
集
）を
実
施
し
ま
す

　

町
で
は
、
平
成
25
年
に
策
定
し

た
「
基
山
町
使
用
料
・
手
数
料
見
直

し
の
基
本
方
針
」
に
沿
っ
て
、
施
設

使
用
料
等
の
見
直
し
案
を
策
定
中
で

す
。
今
回
、
見
直
し
案
に
対
す
る
町

民
の
皆
様
か
ら
の
ご
意
見
を
い
た
だ

く
た
め
、パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト（
意

見
募
集
）
を
実
施
し
ま
す
。

▽
意
見
募
集
期
間　

　

11
月
１
日
（
水
）
～
15
日
（
水
）

▽
意
見
を
提
出
で
き
る
方

・
町
内
に
住
所
を
有
す
る
個
人

・
町
内
の
事
業
所
に
勤
務
す
る
個
人

・
町
内
の
学
校
に
在
学
す
る
個
人

・
町
内
で
活
動
す
る
事
業
者
・
団
体

▽
意
見
提
出
方
法

見
直
し
案
及
び
提
出
様
式
は
、
基

山
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
し
て
い
た
だ
く
か
、
情
報
公

開
コ
ー
ナ
ー
に
備
え
付
け
て
い
ま

す
。
郵
送
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
、
メ
ー
ル
又
は

持
参
で
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
い
た
だ
い
た
ご
意
見
に
つ
い
て
、
個

別
の
回
答
や
返
却
は
行
い
ま
せ
ん
。

※
提
出
・
問
合
せ
先　

財
政
課

　

☎
９
２

－

７
９
１
７
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※詳しくは、
基山町ホームページ又は
情報公開コーナーにて
ご確認いただけます。


